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役員退職慰労金制度廃止等役員報酬体系の見直しに関するお知らせ 

 
当社は、本日開催いたしました取締役会において、役員退職慰労金制度を廃止するとともに、取締

役報酬の一部に株価連動型（自社株取得型）報酬制度を導入することといたしました。 
取締役報酬と株主価値との連動性を一層向上させ、企業価値の増大を図ることを目的として、役員

報酬体系の見直しを行うことを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。 
 

記 

 

１． 主な内容 

（１） 役員退職慰労金の廃止 

退職慰労金制度を、平成２４年６月２８日開催予定の第５７回定時株主総会の時をもって廃止い

たします。 

尚、本制度の廃止に伴い、同株主総会終結の時に在任する役員に対し、在任期間に応じた役員退

職慰労金を打ち切り支給することとし、同株主総会において、ご承認をいただいた上で、対象役員

の退任時に支給する予定です。 

 

（２） 株価連動型報酬制度の導入について 

 ２０１２年７月以降の取締役報酬の一部に株価連動型報酬制度を導入し、役員報酬の月額の一部

を役員持株会へ拠出し、取得した株式を在任期間中保有するものであります。 

  

    

                                     以 上 


